
坂戸市卓球連盟規約 
第１章 名称および事務局 

（名称） 
第１条 本連盟は、坂戸市卓球連盟（以下＜連盟＞という）と称する 
（事務局） 
第２条 本連盟の事務局は、坂戸市におく 

第２章 目的及び事業 
（目的） 
第３条 本連盟は、坂戸市及び近郊の卓球愛好者及び団体を統括し、アマチュアスポーツとしての

正しい卓球の普及発展を図り、市民の体位向上と相互の親睦を図ることを目的とする 
（事業） 
第４条 本連盟は、第 3 条の目的を達成するために次の事業を行う 

（１）市内及び近郊の卓球愛好者及び団体の統括、連絡 
（２）卓球大会の主催および後援 
（３）卓球関係の研修会、講習会等の開催 
（４）他団体等の連絡、調整 
（５）その他連盟の目的達成に必要な事業 

第３章 組織 
（組織） 
第５条 本連盟は、坂戸市在住、在勤者及び近郊の愛好者を持って組織する 

第４章 会計 
（会計年度） 
第６条 本連盟の会計年度は、毎年４月２日から始まり３月３１日で終わる 
（登録料） 
第７条 （１）登録料は、運営費として、団体及び個人とも年間１人５００円とする 

（２）坂戸市内の中学生・高等学校生は、学校単位とする 
年間、中学校は１０００円・高等学校は２０００円とする 
ただし、坂戸ろう学校は、年間１０００円とする 

（３）市外の中学生・高等学校生は、年間１人２５０円とする 
第５章 会員 

（会員） 
第８条 （１）会員は第 5 条に従って当該年度、連盟に登録した者とする 

（２）個人登録は、市内在住・在勤者に限る 
（３）市内在住・在勤者以外は、坂戸市内のいずれかのチームに所属する者とする 

（会員資格の喪失） 
第９条 会員は次の各号に該当した時その資格を失う 

（１）登録内容に偽りがあったとき 
（２）代議員会において除名措置をとられたとき 



第６章 役員 
（役員） 
第１０条 連盟の役員は次の通りとする 

（１）会長  １名 （２）副会長 若干名 （３）会計 （４）書記 若干名 
（５）監事 若干名 （６）理事長  １名 （７）副理事長 １名 （８）理事 

（役員選出） 
第１１条 本連盟の役員は理事会において選出する 
（役員の職務） 
第１２条 役員の職務は次のとおりである 

（１）会長は、連盟を代表し会務を統轄する 
（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する 
（３）理事長は、会長の命を受けて連盟の事業を掌握する 
（４）副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する 
（５）理事は、連盟の事業を計画し立案し実行する 
（６）会計は、連盟の会計業務のいっさいを行う 
（７）監事は、毎月１回の会計監査を実施し代議員会において報告する 

（役員の任期） 
第１３条 役員の任期は２年とする。但し再任を妨げない。また、補欠による役員の任期は、前任

者の残任期間とする 
（役員の解任） 
第１４条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは代議員会の議を経て解任することができる 

（１）連盟の対面を汚した者 
（２）役員として職務を怠った者 
（３）その他、連盟の正常な事業運営に著しい支障を及ぼした者 

（役員交通費の支給） 
第１５条 役員が会議・大会運営に参加の場合には交通費として５００円／回を支給する 

第７章 会議 
（会議） 
第１６条 連盟の会議は次のとおりとする 

（１）代議員会  
（２）理事会 

（代議員の選出） 
第１７条 （１）代議員は連盟の登録団体より 

（２）個人登録者は、その者を代議員とする 
（代議員会） 
第１８条 代議員会は次の場合に会長が招集する 

（１）定例として年１回 
（２）会長が必要と認めたとき 



（３）理事の半数以上または代議員の半数以上の要求があったとき 
（代議員会の審議） 
第１９条 （１）代議員会は代議員の１／３位上の出席および委任状を持って成立する 

（２）議長に会長があたる 
（代議員会の審議） 
第２０条 代議員会は次の各号について審議する 

（１）予算 
（２）決算および会見監査報告 
（３）規約の改廃 
（４）事業計画その他の重要事項 

（理事会） 
第２１条 理事会は必要に応じて理事長が招集する 
（理事会の運営） 
第２２条 （１）理事会は理事の１／３以上の出席および委任状をもって成立する 

（２）議長には理事長があたる 
（会議の議決） 
第２３条 各会議の議決は出席者の多数決によるものとし、可否同数のときは議長がこれを決する 
 

付則 
１ 本規約施行についての必要な事項は理事会において別に定める。 
２ 本規約の改廃は代議員会において出席者の過半数の同意を持って行うことができる。 
３ 昭和６０年３月８日一部規約を改正する。 
４ 本規約は、昭和６０年４月１日より施行する。 
５ 第１５条を昭和６０年４月１日より施行する。第１５条制定のため、旧条文の条項を繰り下げる。 


